
　

(損失額)－(保険金等で補填される金額)をⒻとして、

・申告の際に必要な書類は、別紙【市民税・府民税の申告受付について】を見てください。
・医療費控除の明細書，添付資料整理票については、ホームページに掲載しています。必要な人は印刷してご利用ください。
　※市役所 税務課、申告会場にもご用意しています。
・ご不明な点があれば、税務課までお問い合わせください。

900万円以下

900万円超 950万円以下

950万円超 1000万円以下

提出先・問い合わせ先

〒575-8501　四條畷市中野本町１番１号
四條畷市役所　税務課　市民税担当
☎　072-877-2121㈹
　　　0743-71-0330㈹

8万円 4万円 2万円 2,500万円超 ・・・０円

１１万円 １３万円 11万円 11万円 9万円 7万円 6万円

２２万円

3万円 2,450万円超 2,500万円以下

なお、申告書の控えを希望の方は、切手を貼った返信用の封筒を同封してください。

令 和 ５ 年 度　市 民 税 ･ 府 民 税 の 申 告 の 手 引 書 表

医療費 －
保険金等で

補填される金額
－ １０万円

控除限度額
セルフメディ

ケーション税制

特定一般用医療品
等購入費

－
保険金等で

補填される金額
－ 12,000円

控除限度額

２００万円 88,000円

11万円

例年どおり申告会場を設けますが、新型コロナウイルス感染症対策のため郵送提出にご協力をお願いします。

本人の合計所得金額

4万円 2万円 1万円

・・・１５万円
120万円以下 125万円以下 130万円以下 133万円以下 2,400万円超

３３万円 ３８万円 33万円 31万円 26万円 21万円 16万円 11万円 6万円

２６万円 22万円 21万円 18万円 14万円

100万円以下 105万円以下 110万円以下 115万円以下

配　偶　者　控　除 配　偶　者　特　別　控　除 基　礎　控　除

控除対象
配偶者

老　人
控除対象
配偶者

配　偶　者　の　合　計　所　得　金　額 本人の合計所得 控除額

48万円超 100万円超 105万円超 110万円超 115万円超 120万円超 125万円超 130万円超 2,400万円以下 ・・・４３万円

2,450万円以下 ・・・２９万円

特　定 ・・・４５万円

または 【介護】 28,000円 または 寡 婦 控 除 ひ と り 親 控 除 勤 労 学 生 控 除
特別障害者

同居 ・・・５３万円
老人

同居老親 ・・・４５万円

35,000円 35,000円 ２６万円 ３０万円 別居 ・・・30万円 別　居 ・・・３８万円
７万円

特別障害者 ・・・30万円

26万円

新旧が

双方あり
・・・ 【一般】

28,000円

＋ ＋ 【個人】

28,000円

≦

【一般】 35,000円 ＋ 【個人】 35,000円 ≦ ７万円

同一生計配偶者

または扶養親族

障害者 ・・・２６万円

円 ・・・Ⓓ×1/4+17,500円

各　種　保　険　の　控　除　限　度　額 障　害　者　控　除 扶　養　控　除

新契約のみ ・・・ 【一般】 28,000円 ＋ 【介護】 28,000円 ＋ 【個人】 28,000円 ≦ ７万円
本　　人

障害者 ・・・２６万円 年　少 ・・・０円

旧契約のみ ・・・

・・・Ⓓ×1/2+7,500円 5,001 ～ 15,000 円 ・・・Ⓔ×1/2＋２,５００円

・・・35,000円

32,001 ～ 56,000 円 ・・・Ⓒ×1/4+14,000円 40,001 ～ 70,000

56,001 ～ 円 ・・・28,000円 70,001 ～ 円

5,000 円

15,001 ～ 円 ・・・10,000円

保険料の支払金額Ⓒ 控除額 保険料の支払金額Ⓓ 控除額 地震保険料 － ・・・Ⓔ×1/2

・・・Ⓔ

12,001 ～ 32,000 円 ・・・Ⓒ×1/2+6,000円 15,001 ～ 40,000 円

6　5　歳　以　上　の　人

所　　得　　控　　除　　額　　速　　算　　表

生　命　保　険　料　控　除 地　震　保　険　料　控　除 社　会　保　険　料　控　除

新　契　約 旧　契　約 保険料の支払金額Ⓔ 控除額 控除限度額 小 規 模 企 業 共 済 等 掛 金 控 除

Ⓑ－11０万円 Ⓑ－10０万円 Ⓑ－9０万円

Ⓑ×７５％
－２７．５万円

Ⓑ×７５％
－１７．５万円

Ⓑ×７５％
－７．５万円

Ⓑ×８５％
－68.5万円

Ⓑ×８５％
－５8.5万円

Ⓑ×８５％
－４8.5万円

Ⓑ×９５％
－１４５．５万円

Ⓑ×９５％
－１３５．５万円

Ⓑ×９５％
－１２５．５万円

Ⓑ－195.5万円 Ⓑ－185.5万円 Ⓑ－175.5万円

770万円以下

770万円超
1000万円以下

1000万円超

330万円以下

330万円超

410万円以下

410万円超

1000万円超

Ⓑ×９５％
－１４５．５万円

Ⓑ×９５％
－１３５．５万円

Ⓑ×９５％
－１２５．５万円

Ⓑ－195.5万円 Ⓑ－185.5万円 Ⓑ－175.5万円

給　与　所　得　速　算　表 公 的 年 金 等 所 得 速 算 表

6　5　歳　未　満　の　人

Ⓑ－６０万円 Ⓑ－５０万円 Ⓑ－４０万円

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額

Ⓑ×７５％
－２７．５万円

Ⓑ×７５％
－１７．５万円

Ⓑ×７５％
－７．５万円410万円以下

130万円超

1000万円超

2000万円以下

130万円以下

公的年金の

収入金額Ⓑ 1000万円以下 2000万円超

Ⓑ×８５％
－５8.5万円

Ⓑ×８５％
－４8.5万円

Ⓑ×８５％
－68.5万円

410万円超

770万円以下

770万円超
1000万円以下

1,072,000円

1,074,000円

Ⓐ×２．４＋１０万円

Ⓐ×２．８－8万円

Ⓐ×３．２－４４万円

収入金額×０．９－１１０万円

収入金額－195万円

※　表内のⒶは、　収入金額×１/４　の後、1,000円未満を

※　切り捨てした金額。

0円

収入金額－５５万円

1,069,000円

1,070,000円

6,599,999

8,499,999

0

1,620,000

1,622,000

1,624,000

1,628,000

1,800,000

3,600,000

6,600,000

8,500,000

551,000

1,619,000

～

～

～

～

～

～

～

～

今年度、所得に関する証明書が
必要となる機会はありますか？

給与所得の金額

～

～

給与等の収入金額（円）

～

550,999

1,618,999

1,619,999

1,621,999

1,623,999

1,627,999

1,799,999

3,599,999

※

②

就学援助の受給者、府営住宅居住
者など、今年度、所得の確認が必要
な人

②

申　告　の　要　否

裏面の書き方，各種速算表を参照の上ご記入いただき、税務課まで提出してください。

今年度、確定申告をしますか？

① 給与について、年末調整済の源泉徴
収票を交付された。

給与と年金について、源泉徴収票の
内容に修正や追加をしない。

① 国民健康保険・国民年金・介護保
険・後期高齢医療保険の加入者

昨年（令和4年１月１日～１２月３１日）
は所得がありましたか？

収入が給与と年金のみであり、
以下の条件を満たしますか？

以下に該当しますか？

申 告 は 出 来 る 限 り 郵 送 で お 願 い し ま す

修正や追加によって源泉徴収税額が

変更となる人は、確定申告が必要

　　申告期限は、３月１５日（水）

・・・Ⓕのうち災害関連支出の金額－５万円（→損失額の全額が災害関連支出の場合、「Ⓕ－５万円」）

・・・Ⓕ－（総所得金額等×１０％）

控除額 　下のうちいずれか多い方の金額

雑　損　控　除 医　療　費　控　除

支払った金額の合計

一　般 ・・・３３万円

25,000円
両方ある場合、
各種控除額の合計

～ 12,000 円 ・・・Ⓒの全額 ～ 15,000 円 ・・・Ⓓの全額

旧長期損害保険

～

申

告

が

必

要

申

告

不

要

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

はい

各種保険料の控除額の計算後

控除限度額を適用する。

各種保険料の控除額の計算後

控除限度額を適用する

総所得金額等が２００万円未満の

人は、総所得金額等の５％を引く

はい



個人番号

⑬社会保険料控除 令和４年１月１日～１２月３１日に本人が支払った社会 　

保険料の金額。ただし、本人または生計同一の親族の社会保険料に限ります。

⑮生命保険料控除 令和４年１月１日～１２月３１日に本人が支払った生命

保険料の金額。ただし、本人または生計同一の親族の生命保険料に限ります。

に限ります。

⑰寡婦控除 令和４年１２月３１日時点、以下のＡまたはＢに該当し、再度

婚姻をしていない人。事由を選択し、該当の□に✔をつけてください。

Ａ：夫と離婚した人のうち、扶養親族を有し、合計所得金額が５００万円以下。

⑱ひとり親控除 令和４年１２月３１日時点、以下の条件を満たす人のうち、

婚姻していない人または配偶者の生死が不明の人。□に✔をつけてください。
ただし、事実上婚姻関係にあると判断できる人がいる場合は対象外です。

□に✔をつけて、学校名も書いてください。

⑳障害者控除 令和４年１２月３１日時点、本人、同一生計配偶者または

扶養親族が障がい者である人。
障がい者の氏名を書き、手帳に書かれた等級等を書いてください。

９００万 １０００万

㉓扶養控除 令和４年１２月３１日時点、生計同一の親族を有する人。

ただし、配偶者以外の親族で、事業専従者に該当せず、合計所得金額が４８万円以下

の親族に限ります。

㉖雑損控除 令和４年１月１日～１２月３１日に生じた災害、盗難や横領

に係る損害。ただし、本人や生計同一の親族が所有する資産に限り、生活に通常必要

でない資産は対象から除きます。

親族の医療費に限り、治療や介護に係るものが対象です。

地方税法附則第４条の４の規定（セルフメディケーション税制※）の適用を
選択する場合は区分欄に１と記入してください。
※医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病予防への取組として

一定の取組を行う個人がスイッチOTC医薬品（要指導医薬品および一般用医薬品のうち、

医療用から転用された医薬品）を購入した際、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

年末調整や所得税に係る申告書に記

載しなかった人が記入します。
㉗医療費控除 令和４年１月１日～１２月３１日に支払った医療費

の金額とその医療費に係る保険金等の補填金額。ただし、本人や生計同一の 領収書は提出せず、

明細書を提出してください。

本人の合計所得金額（円）

令　和　５　年　度　　市　民　税　・　府　民　税　申　告　書　の　書　き　方 裏

所得金額調整控除は、給与収入が

８５０万円を超える人で、以下のいずれ

かに該当するときに適用されます。

事業所得や不動産所得がある人が記

入します。帳簿等（収支内訳書）の添付

が必要です。

雑所得（業務・その他）がある人が記

入します。原則、帳簿等は不要です。

雑所得。（ただし、家内労働者に

該当します。）

保険料などの金額。ただし、本人や生計同一の親族が所有する家屋に係る地震保険料

Ｂ：夫と死別または夫の生死が不明の人のうち、合計所得金額が５００万円以下。

生命保険契約の解約や

満了で得た収入

４８万

※ただし、勤労に基づかない所得が１０万円以下の人に限ります。

Ａ：を有すること。

所得控除の元となる保険料を記入してください。

本人や配偶者、親族に関する情報を記入してください。

所得控除の元となる支払った金額を記入してください。

⑯地震保険料控除

シルバー人材センターで

得た報酬や配分金など

持続化給付金

裏 面 の 記 載 に 関 し て

６　給与所得の内

訳

源泉徴収票のない人が、月ごとの内訳

や勤務先情報を記入します。

大工等が仕事を請け負

い、現場作業で得た収入
事業所得。従業員として勤務す

る場合は給与所得。

雑所得(業務）。

１３３万

９５万

令和４年１月１日～１２月３１日に本人が支払った地震

所得や雑所得等があり、合計所得金額が７５万円以下の人。

令和４年１２月３１日時点、学生や生徒で勤労に基づく給与⑲勤労学生控除

Ｂ：合計所得金額が500万円以下。

所 得 の な い 申 告 を さ れ る 人 （ ０ 円 申 告 ）

令和４年１月１日～１２月３１日に所得のなかった人は、

２.所得金額の⑫合計欄に 【０】  とご記入ください。

番号が分かるものを添付またはご持参ください。(マイナン

バーカードか、通知カードと写真付き身分証明書)

個人番号(マイナンバー)確認のため、

令和４年１月１日～１２月３１日の収入・所得等

所得控除を記入してください。各事項について、

裏面にも記入してください。

報酬として受けた収入は事業所

得・雑所得（業務）。固定支

給の収入は給与所得。

化粧品や生命保険の販

売で得た外交員収入

１６　所得金額調整

控除に関する事項

７　事業・不動産に

関する事項

９　雑所得に関する

事項

所 得 の 所 属 に 関 し て

１１　事業専従者に

関する事項

所得税に係る申告書を提出しない人

でも、税務署の承認があれば、青色申

告特別控除の適用があります。

一時金として受けた収入は一時

所得。年金形式で得た収入は雑

所得（その他）。

副業を行い、アフィリエイ

トや原稿料で得た収入

事業所得についての給付金は

事業所得として、給与所得につ

いての給付金は一時所得とし

て、雑所得についての給付金は

雑所得として計上。

Ａ：生計同一の子（総所得金額等４８万円以下で、他の人の扶養親族とされていない）

配偶者（特別）控除

（円）

配偶者の

合計所得金額

令和４年１２月３１日時点、生計同一の配偶者を有する人。㉑・㉒
ただし、控除の適用範囲は以下の図のとおりです。

70歳以上

控除額 ０円 33万円 45万円 33万円
同居 別居

45万円 38万円

年齢 16歳未満 16歳～18歳 19歳～22歳 23歳以上

※23歳～69歳・・・昭和28年1月2日～平成12年1月1日生まれ

※70歳以上・・・・・ 昭和28年1月1日以前生まれ

※16歳未満・・・・・ 平成19年1月2日以後生まれ

※16歳～18歳・・・平成16年1月2日～平成19年1月1日生まれ

※19歳～22歳・・・平成12年1月2日～平成16年1月1日生まれ

配偶者（特別）控除

の適用範囲

控除対象配偶者 同一生計配偶者

一般年少 一般特定 老人
・本人が特別障害者

・２３歳未満の扶養親族を有する

・特別障害者の同一生計配偶者か

扶養親族を有する

障害者手帳などをお

持ちの人や、扶養親族

がおられる場合は、⑳

～㉓もご記入ください。


